
入学や進級などで生活環境が変わるこの時期、こどもを狙っ

た犯罪や事故に気をつけてください。

県警では、見守り等を実施しております。地域の皆さんも、通

勤や買い物、散歩など日常生活の中に防犯の視点をプラスする

「ながら見守り活動」にご協力をお願いします。

令和６年４月６日（土）から

令和６年４月１５日（月）

スローガン：～挙げる手を やさしく見守る 横断歩道～

市川警察署
地域課移動交番係
０４７－３７０－０１１０

・必要に応じて防犯ブザー、ホイッスル、GPS付きの携帯電話の防犯用具
を持たせる。
・何かあった時に逃げ込める「子供１１０番の家」等の所在地や利用方法を教
える。
等、子供達自身が、

自分の身を自分自身で守る
方法を知り、身につけていくことが必要です。
日頃から、お子さんと防犯について話し合って被害に遭わないようにしまし

ょう！

自転車に乗る時は
必ずヘルメットを
被りましょう！！

「不審者・あやしい人」ってどんな人？
～『はちみつじまん』を覚えよう！！～

はなしかけてくる
ちかづいてくる
みつめてくる

ついてくる
じっとまっている
ん？とちゅうい


